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建設局の概要 

 
１．局長 

 

原 正太郎 

２．局の職員数 

 

950 人（令和８年４月 20 日現在） 

３．令和８年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

16 分担金及負担金 204,460 9 土木費 48,819,287 

17 使用料及手数料 5,823,578 14 災害復旧費 1 

18 国庫支出金 6,899,574   

19 県支出金 514,264   

20 財産収入 819,450   

21 寄附金 436,038   

22 繰入金 1,015,487   

24 諸収入 376,733   

25 市債 19,743,000   

歳入合計 35,832,584 歳出合計 48,819,288 

 

 

 

 

 

（２）駐車場事業費 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

１ 事業収入 617,468 １ 駐車場事業費 617,469 

２ 繰越金 1   

歳入合計 617,469 歳出合計 617,469 
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（３）下水道事業会計 予算 

①収益的収入及び支出 

 

（単位：千円）  

収入 支出 

款 金額 款 金額 

１ 公共下水道 
事業収益 

34,944,449

  

１ 公共下水道 

事業費 

35,921,728 

２ 農業集落排水 
事業収益 

936,378 ２ 農業集落排水 
事業費 

963,028 

  ３ 予備費 30,000 

収入合計 35,880,827 支出合計 36,914,756 

 

②資本的収入及び支出 （単位：千円）  

収入 支出 

款 金額 款 金額 

１ 公共下水道 
資本的収入 

19,585,334 １ 公共下水道 

   資本的支出 

37,518,630 

２ 農業集落排水 
  資本的収入 
 

962,584 ２ 農業集落排水 

   資本的支出 

986,635 

  ３ 予備費 30,000 

収入合計 20,547,918 支出合計 38,535,265 
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建設局 
 

総務課 

⑴局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 

⑵下水道事業に係る会計事務に関すること。 
 

事業用地課 

⑴不動産の管理及び活用に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。 

⑵不動産の取得及び処分に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。 
 

技術管理課 

⑴技術管理に関する総括及び調整に関すること。 

⑵土木の技術及び技術管理に係る調査、研究及び改善に関す

ること。 

⑶土木の積算に関する調査、研究及び改善に関すること。 

⑷工事の請負契約に係る検査に関すること。 

⑸工事の安全管理に関すること。 

⑹優良工事の認定に関すること。 

⑺建設事業外部評価委員会に関すること。 
 

職員技術研修所（第２類事業所） 

⑴職員の技術研修に関すること。 

⑵人材育成に関すること（他の所管に属するものを除く。）。 
 

道路管理課 

⑴道路工事等に係る契約等の事務手続きに関すること（他の

所管に属するものを除く。）。 
⑵道路の路線の認定、廃止及び変更並びに区域の決定等に関

すること。 
⑶道路、溝渠及び堤塘との境界の協定及び承認に関すること。 
⑷道路敷地の確認及び整理並びに不用敷地の処分に関するこ

と。 
⑸道路台帳、測量標及び車両の通行に関すること。 
⑹道路の占用に関すること。 
⑺屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に係る許可に関する

こと。 
⑻私道の整備の助成に関する連絡及び調整等に関すること。 

 

道路計画課 

⑴道路及び街路に関する調査及び計画に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。 
⑵道路及び溝渠の指導、調整及び検査に関すること。 

 

道路工務課 

⑴道路、側溝、溝渠及び街路灯の整備及び工事に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑵道路占用工事及び道路掘削工事に関する事務、調整及び指

導に関すること。 

⑶電線類の地中化及び共同溝の整備に関すること。 

⑷橋梁の新設、維持及び補修に関すること。 

⑸トンネルの維持及び補修に関すること。 

⑹道路の防災及び災害復旧に関すること。 

⑺道路の交通安全施設に関する計画、調査及び整備に関する

こと（他の所管に属するものを除く。）。 

⑻都市計画道路の整備に関すること（都市局及び港湾局の所

管に属するものを除く。）。 

⑼道路工事に係る積算に関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 
 

駅前魅力創造課 

⑴駅前空間の整備に係る調査及び設計並びに調整に関するこ

と（他の所管に属するものを除く。）。 
 

自転車課 

⑴自転車利用環境に係る総合的な施策の推進及び調整に関す

ること。 

⑵自動車駐車場の管理に関すること。 
 

森林・防災部 

防災課 

⑴防災の推進及び調整、災害復旧の総括に関すること。 

⑵防災及び河川に係る工事等の施行に関する事務手続きに関

すること。 

⑶局の所管施設に起因する事故の処理の総括に関すること。 

⑷宅地造成、特定盛土又は土石の堆積に係る審査、許可及び

検査に関すること。 

⑸宅地及び盛土の防災の推進に関すること。 

⑹砂防及び治山に関する事業及び土砂災害対策に関するこ

と。 

河川課 

⑴河川事業の調査、計画及び進行管理に関すること。 

⑵河川の工事及び維持管理に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。 

⑶河川及び水路に係る管理、許可、指導及び連絡調整に関す

ること。 

森林課 

⑴森林・緑化関係施策の推進及び連携に関すること。 

⑵六甲山系等における森林整備に関すること。 
 

湾岸・広域幹線道路本部 

推進課 

⑴国等が実施する広域幹線道路の整備の推進に関すること。 

⑵前号に掲げる道路の関連事業及び関連施策の調査及び調整

に関すること。 
 

下水道部 

経営管理課 

⑴下水道事業の運営に係る総括調整及び改善に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑵下水道事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

計画課 

⑴下水道事業の計画に関すること。 

⑵下水道事業に係る指導、調整及び検査に関すること。 

⑶工場等事業所排水に係る規制指導及び除害施設の設置指導

に関すること。 

⑷水質管理計画の総括に関すること。 

管路課 

⑴下水道事業に係る管路施設の総括に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。 

⑵排水設備に関すること。 

施設課 

⑴下水道事業に係る処理場・ポンプ場施設等の総括に関する

こと（他の所管に属するものを除く。）。 
 

公園部 

管理課 
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建設局 
 

⑴公園緑地に係る不動産の管理に関すること。 

⑵都市公園及び公園施設に係る使用、設置、管理及び占用の

許可に関すること（他の所管に属するものを除く。）。  

企画課 

⑴公園緑地・都市緑化施策の調査、研究、立案及び推進に関

すること。 

魅力創造課 

⑴公園緑地の利用及び活用の推進に関すること。 

⑵市民との協働による公園緑地の管理に関すること。 

⑶都市の緑化の推進に関すること。 

⑷有料公園施設等の管理及び運営に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。 

⑸公園及び緑化の指導、調整及び検査に関すること。 

⑹緑地の保全、活用及び風致の保全に関すること。 

整備課 

⑴公園緑地整備に関する計画及び調整に関すること。 

⑵公園緑地、街路樹及び緑地帯の維持、管理及び補修に関す

ること。 

⑶公園施設の整備及び安全確保の推進に関すること。 

⑷公園緑地及び街路の緑化に関する工事に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。 

⑸造園技術に関すること。 

⑹有料公園施設等の保全及び特定の改良に関する調整に関す

ること。 

森林整備事務所（第２類事業所） 

⑴森林の保護及び育成に関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 

⑵六甲山系等におけるハイキングコース及び自然公園施設の

維持補修及び工事に関すること。 

⑶市有林の管理に関すること。 

⑷山麓の電飾の維持管理及び工事に関すること。 

⑸再度公園の使用及び占用の許可並びに工事に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑹神戸市立外国人墓地の使用の許可に関すること。 
 

王子公園再整備本部 

王子公園再整備課 

⑴王子公園再整備に関すること（他の所管に属するものを除

く。） 。 
 

王子動物園（第１類事業所） 

⑴王子公園の動物園、動物園ホール及び駐車場における公園

施設の設置及び管理運営（他の所管に属するものを除く。）

に関すること。 

⑵動物の飼育及び繁殖に関すること。 

⑶動物病院の管理運営に関すること。 

⑷動物の調査、研究及び教育に関すること。 
 

建設事務所（第１類事業所）（東部・中部・北・西部・

垂水・西） 

⑴市民からの要望に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。 

⑵道路愛護団体、河川愛護団体、まちの美緑花ボランティア

（美化、緑化等を図る運動に係るボランティアをいう。以

下同じ。）及び市民公園の助成に関すること。 

⑶私道の整備の助成に関すること。 

⑷都市公園の使用及び占用の許可（他の所管に属するものを

除く。）に関すること。 

⑸巡視及び不法占用対策に関すること。 

⑹自転車駐車場の管理及び放置自転車対策に関すること。 

⑺道路照明灯及び街路灯に関すること。 

⑻宅地造成工事及び既成宅地の保全に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。 

⑼道路、溝渠、公園及び河川の維持及び補修に関すること。 

⑽道路の美化等に関すること。 

⑾道路の使用及び占用の承認、許可、指導、工事の調整及び

検査並びに溝渠の使用の許可に関すること。 

⑿道路、街路及び河川の工事に関すること。 

⒀治山砂防事業及び都市計画事業の工事に関すること。 

⒁前各号に掲げるもののほか、土木工事に関すること。 

⒂公園緑地、街路樹及び緑地帯の工事に関すること。 

⒃公園、花壇、街路樹、緑地帯等の維持保全及び管理に関す

ること。 

⒄まちの美緑花ボランティア、市民花壇、市民の木等の育成

及び技術の指導に関すること。 
 

水環境センター（第１類事業所）（東・中央・西） 

管理課 

⑴下水道事業に関する相談、調査及び指導に関すること。 

⑵下水道事業に係る施設の工事及び維持管理に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑶下水道事業に係る財産の維持及び管理に関すること。（他の

所管に属するものを除く。）。 

施設課 

⑴下水道事業に係る処理場・ポンプ場施設等の工事及び維持

管理に関すること。 

⑵し尿の処理に関すること（中央水環境センター施設課に限

る。）。 
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令和８ 年度 主要事業の概要 

 

 

１ ．  豊かなラ イ フ ス タ イ ルの実現（ 駅前魅力創造課、自転車課、公園部企画課、公園部魅力創造課、公園部整備課）  

【 自転車利用環境の整備】  

建設局に「 自転車課」 を新設する と と も に、 令和７ 年 11 月に設置し た「 自転車利活用推

進本部」 を 中心に、「 子育て世代等のだれも が、 安心・ 安全・ 快適に自転車を利用でき る 環

境を つく り 、 豊かなラ イ フ ス タ イ ルを 実現」 を 基本理念と し て、「 はし る 」「 と める 」「 いか

す」 の３ つの柱を掲げ施策を推進する 。  

 

【 はし る 】  

自転車を安全・ 安心に利用でき る 自転車走行空間の整備を 推進する ため、 交通量調査

を 踏ま えた整備計画の作成や自転車道整備に向けた国道 28 号等の調査を 実施する と と

も に、 税関線の再整備や生活道路内への走行ルート （ 矢羽根） 表示等、走行空間の面的整

備を進める 。  

ま た、 自転車の利用ルールやマナー、 走行空間の利用方法についての啓発活動を 実施

し 、 安全・ 安心・ 快適な自転車利用環境を 実現する 。  

 

【 と める 】  

多様化する ニーズに対応し た駐輪環境創出のため、 駐輪場の増設や収容効率の最適化

に向けて調査・ 設計を行う と と も に、次世代型自転車ラ ッ ク（ 油圧式２ 段ラ ッ ク 等） の試

験導入を 行う ほか、 管理者負担軽減や利便性向上のため、 電磁ロ ッ ク 式自転車ラ ッ ク の

整備を 行う 。  

ま た、 神戸駅において、市内初の地下タ ワ ー式駐輪場（ 兵庫駅側３ 基） を供用開始する

と と も に、 都市景観に調和し た駐輪場整備に向けて、 案内サイ ンのデザイ ン統一や照明

改良等のリ ニュ ーアルを 行う 。  

 

【 いかす】  

神出山田自転車道の魅力向上のため、 つく はら サイ ク リ ン グタ ーミ ナルの改修に向け

た設計を 行う と と も に、 自転車の活用によ る 六甲山の活性化に向けて、 鉢巻展望台の再

整備を 行う ほか、 森林植物園内において、 休憩ス ポッ ト の整備やマウ ン テンバイ ク コ ー

ス の拡張を行う 。  

ま た、 サイ ク ル＆バス ラ イ ド やシェ アサイ ク ル等の普及拡大に向けた調査を 実施し 、

自転車を 神戸のま ちづく り や観光に活かす。  
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【 はし る 】  

 

【 と める 】  【 いかす】  

 

自転車道 

（ 東灘芦屋線）  

駐輪場リ ニュ ーアル イ メ ージ 

（ 名谷駅前駐輪場）  

神出山田自転車道  

（ つく はら 湖）  

 

【 ま ちの緑化】  

人口減少や都市の成熟、 高温常態化等、 社会情勢の複合的な変化が進む中で、 循環型社

会の形成を見据えた地域社会づく り において、 緑の果たす役割は大き く なっている 。 そこ

で、 高温常態化対策と し て、 ま ちに緑陰を 創出する 「 こ う べ木陰プロ ジェ ク ト 」 の推進に

取り 組むと と も に、 既存の木陰にベンチを 設置し 、 木陰休憩ス ポッ ト の整備を 進める 。 ま

た、 都市と し ての快適性を 高める ため、 自然を 感じ ら れる 植栽（ Li vi ng Nat ur e Kobe） に

よ る 都心部における 緑化空間の創出や、東遊園地・ 磯上公園の一体的な管理体制の構築等、

都心部における 緑化空間の創出を、 市民や民間事業者と の連携や協賛を 得ながら 進める 。  

さ ら に、 成熟し た都市と し て、 持続可能な緑の環境を維持し ていく ため、 公園等の樹林

環境の健全な育成を 図る ほか、 旧玉津健康福祉ゾーンにおいて、 新たな公園整備に向け、

測量・ 調査の実施や、 基本計画及び整備手法の検討を行う 。 ま た、 2027 年３ 月開催予定の

「 ２ ０ ２ ７ 年国際園芸博覧会」（ 横浜市） において、 本市の高温常態化対策や森の未来都市

神戸の取り 組み等を 広く 発信する 。  

 

 

こ う べ木陰プロ ジェ ク ト  

（ 中央区 加納町）  

２ ０ ２ ７ 年国際園芸博覧会 イ メ ージ 

（ 横浜市）  
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【 公園における ス ポーツ の推進】  

こ ど も が楽し むこ と ができ る 公園づく り を推進する ため、 バス ケッ ト ゴールや「 ボール

あそび・ でき る こ と 看板」、 フ ェ ンス の増設等を 行う 。  

ま た、 西区の高塚公園において気軽にス ケート ボード を 楽し める よ う 、 ス ケート ボード

広場の整備を 行う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス ケート ボード 広場 イ メ ージ 

（ 西区 高塚公園）  

バス ケッ ト ゴールの設置状況 

（ 東灘区 シティ ヒ ル東緑地）  
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２ ． 既成市街地・ ニュ ータ ウ ン の再生（ 道路計画課、 道路工務課、 駅前魅力創造課、 自転車課、 公園部企画課、 公

園部整備課）  

【 駅周辺のリ ノ ベーショ ン】  

神戸駅において、 駅前広場の設計や地下駐輪場の整備工事を 進め、 市内初の地下タ ワ ー

式駐輪場（ 兵庫駅側３ 基） を 供用開始する と と も に、 名谷駅や西神中央駅においても 引き

続き 、 バス ロ ータ リ ーの上屋改修工事等を 進める ほか、 各駅前広場等の緑化を 推進する 。  

ま た、 地下鉄長田駅では引き 続き 、 駐輪場や駅前空間の再整備を 進める ほか、 須磨海浜

公園駅ではエス カレ ータ ー設置工事に着手する 。  

さ ら に、 岡場駅においては、 駅前広場の再整備に向けた設計を 進める 。  

加えて、 六甲道駅や兵庫駅においては、 市民参画型ワ ーク ショ ッ プ等の実施によ り 、 再

整備に向けた検討を 進める と と も に、 駅前が変化し ていく 様子を実感し 、 地域機運醸成を

図る ために、 モバイ ルプラ ンタ ーやベンチ等を 活用し た部分的な先行整備に取り 組む。  

 

駅周辺リ ノ ベーショ ン対象駅【 建設局事業】  

 
神戸駅地下タ ワ ー式駐輪場 イ メ ージ（ 兵庫駅側）  

令和８ 年６ 月１ 日供用開始 
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【 坂のま ち神戸プロ ジェ ク ト 】  

「 坂のま ち神戸プロ ジェ ク ト 」 の一環と し て、坂道における 手すり ・ ベンチ等について、

地域のニーズに応じ た老朽箇所の補修や新設、 バリ アフ リ ー化等の環境改善を 実施する こ

と で、 移動し やすく 暮ら し やすいま ちづく り を 進める 。  

ま た、 坂道の道標設置を 進める こ と で、「 坂のま ち神戸」 と し てのま ちの魅力を向上さ せ

る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手すり の新設 

（ 垂水区 つつじ が丘）  

長峰坂 

（ 灘区 長峰台）  
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【 Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 公園プロ ジェ ク ト 】  

新たな関わり によ る 公園・ 緑の良好な環境維持を 目的に、 ま ず、 公園を 訪れる 目的をつ

く り 、 日常的な来訪を 促す取り 組みと し て、「 こ う べ菜園プロ ジェ ク ト 」 や「 オープンレ ン

タ ルス ペース 」、 多世代が集う 「 拠点公園」 の整備を進める 。  

ま た、 来たついでに気軽に掃除する 等、 日常利用と 良好な環境づく り が繋がる 取り 組み

を 進める と と も に、公園・ 緑での既存活動も 含めた様々な営みを「 神戸
こ う べ

緑
り ょ く

縁
えん

衆
し ゅ う

」 と 称し 、

活動の見える 化を図る 。 具体的には、 デザイ ン性のある 清掃用具、 市産材を 活用し た「 緑
り ょ く

縁
えん

蔵
ぐ ら

」 の設置等によ り 、 参加意欲向上と 継続的な参加を 促す。  

さ ら に、 企業と の共創の場「 神戸
こ う べ

緑
り ょ く

縁
えん

座
ざ

」 を展開し 、 企業、 地縁組織、 各種団体、 個人

が持つ強みを 活かし た様々な関わり 方を構築し 、 持続的で良好な環境づく り に努める 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ う べ菜園プロ ジェ ク ト  

（ 灘区  都賀川公園）  

オープンレ ンタ ルス ペース  

（ 北区  つく し が丘公園）  

 

 

神戸緑縁衆 グッ ズ（ 軍手）  箒衆 

（ 兵庫区 湊川公園）  
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３ ． 森林・ 里山の再生「 森の未来都市 神戸」（ 森林・ 防災部森林課）  

【 森林・ 里山の再生】  

神戸市における 森林を 適正に管理し 、災害に強く 豊かな森と し て次世代に引き 継ぐ ため、

市域の森林の多く を 占める 広葉樹林の整備を 拡充する と と も に、 森林資源の利用を推進す

る 。  

ま た、 里山広葉樹林における 資源利用の拡充に向け、 ま ずは、 令和７ 年度に実施し た資

源量調査に基づいた里山広葉樹林の整備、 伐採木搬出、 再生調査等を 実施する と と も に搬

出木を仕分け・ ス ト ッ ク する ためのヤード を拡充する 。  

さ ら に、 神戸市産広葉樹の流通を 促進さ せる ため、「 K OBE  W OOD 補助金」 の創設、

「 K OBE  W OOD 展（ 仮称）」 の開催、 新し い K OBE ブラ ンド 創出を目指す「 K OBE  備長

炭」 実証事業等を実施する 。  

こ れら の取り 組みを進める にあたっては、 様々な主体が森林・ 里山の取り 組みに参画で

き る よ う 引き 続き 「 こ う べ森と 木のプラ ッ ト フ ォ ーム」 と 共に民間企業連携と 人材育成を

充実さ せる 。  

 

森林資源の循環 
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４ ． 既存資源を 活かし た新たな価値創出と 循環型社会への貢献（ 下水道部計画課、 下水道部施設課）  

【 資源循環への取り 組み（「 こ う べ再生リ ン」 プロ ジェ ク ト ・ バイ オマス 受入事業】  

「 こ う べ再生リ ン」 の取り 組みをよ り 一層推進し ていく ため、 東灘処理場（ １ 基目）、 玉

津処理場（ ２ 基目） で稼働中のリ ン 回収設備に続き 、 東灘処理場において市内３ 基目の増

設を 行い、 ３ 基で合計 300ｔ /年の供給能力と する 。 回収し たこ う べ再生リ ンについては、

市内だけでなく 新たに市外へも 供給し 、 取り 組みの拡大を 図る 。 将来的には、 市場の動向

を 見ながら 市内全体で 500ｔ /年の生産体制を 目指す。  

ま た、 東灘処理場において、 消化ガス の増量や資源の有効活用によ る 循環型社会への貢

献を 目的と し たバイ オマス 受入事業を 開始する 。  

  

リ ン回収設備 

（ 玉津処理場）  

東灘処理場バイ オマス 受入事業 

（ 東灘区 魚崎南町）  
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５ ． 世界から ヒ ト ・ モノ が集ま る「 新たな国際都市」（ 湾岸・ 広域幹線道路本部推進課、 道路計画課、 道路工務課）  

【 広域幹線道路（ 大阪湾岸道路西伸部等） の整備推進等】  

阪神高速神戸線や第二神明道路の慢性的な渋滞を 解消し 、 神戸さ ら には関西全体の経済

を 発展さ せる ため、 ミ ッ シン グリ ン ク と なっ ている 大阪湾岸道路西伸部や神戸西バイ パス

等の整備を推進する 。  

ま た、 ポート アイ ラ ン ド 西地区では、 大阪湾岸道路西伸部の沿道において、 地域のにぎ

わい創出につながる 地域活性化拠点の早期整備の検討を 行う 。  

 

 

大阪湾岸道路西伸部 整備状況 

（ 東灘区 向洋町）  

神戸西バイ パス  整備状況 

（ 西区 平野町）  

 

【 道路ネッ ト ワ ーク の強化】  

都市の円滑な交通を支える と と も に、 良好な市街地の形成を 図る ため、 安全で快適な都

市生活と 機能的な都市活動の基盤と なる 道路ネッ ト ワ ーク と し て、 須磨多聞線や有野藤原

線、 玉津大久保線等の整備を推進する 。  

ま た、 慢性的な渋滞が発生し ている 神戸三木線（ 西盛口） において、 交差点改良等によ

る 渋滞解消に向けた対策を推進する ほか、 神戸三田線において、 阪神高速北神戸線料金割

引社会実験を 継続実施する と と も に、 小束山６ 交差点周辺では、 引き 続き Ｉ Ｃ Ｔ 技術を活

用し た渋滞対策を実施する 。  
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６ ． 都心の再生と 非日常空間の創出（ 道路計画課、 道路工務課、 公園部魅力創造課、 森林整備事務所、 王子公園再

整備本部、 王子動物園）  

【 都心三宮再整備】  

令和８ 年度は、 市役所本庁舎２ 号館の再整備にあわせ、 市役所本庁前地下通路のリ ニュ

ーアル工事を 行う と と も に、 税関線等の再整備工事を 実施する 。  

ま た、 えき ≈ま ち空間においては、 三宮東交差点周辺の整備工事を実施する 。  

さ ら に、 神戸空港の国際化によ り 、 利用者の増加が見込ま れる 神戸新交通「 三宮駅」 に

おいては、 既存駅舎の美装化の設計を 行う 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所本庁前地下通路リ ニュ ーアル イ メ ージ

（ 中央区 加納町）  

税関線の再整備 イ メ ージ 

 

【 神戸登山プロ ジェ ク ト の推進】  

「 神戸登山プロ ジェ ク ト 」 を 推進し 、 市民や来街者が安全で快適に登山やハイ キングを

楽し める よ う 、 企業や市民と の連携を図り ながら 、 登山道整備や案内板設置を 進める と と

も に、 道迷いの原因箇所への注意喚起看板等の設置を 行う 。  

ま た、 六甲山系における 自転車の利用を 促進し 、 神戸のさ ら なる 魅力創出を 図る ため、

森林植物園内（ マウ ンテンバイ ク フ ォ レ ス ト 神戸（ モビコ ）） に整備し たマウ ンテンバイ ク

コ ース を 拡張する 。  

さ ら に、 旧花と 緑のま ち推進セン タ ーの活用にあたって、 民間事業者が提案し た「 すわ

やま ガーデン」 の一部に新たな登山支援拠点を 開設する 。（ 令和９ 年３ 月開業予定）  

 

 

マウ ンテンバイ ク コ ース  

（ 森林植物園 マウ ンテンバイ ク フォ レス ト 神戸）

すわやま ガーデン イ メ ージ 

（ 中央区 諏訪山公園）  
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【 王子公園の再整備】  

公園施設の老朽化や社会環境の変化等の課題に対し 、 市民の健康増進やス ポーツ 振興の

観点から 施設の更新を 進める と と も に、 誰も が気軽に憩い・ く つろ げる よ り 魅力的な王子

公園にリ ノ ベーショ ンする ため、 再整備事業を 推進する 。  

令和８ 年度は、 緑の広場を はじ めと する 公園内の施設の設計を 行う と と も に、 立体駐車

場や園路の整備工事に着手する 。 阪急王子公園駅周辺では、 駅前広場と 公園を つなぐ 歩行

者デッ キ等の整備に向けた設計を行う 。  

ま た、 王子動物園においては、 動物園管理事務所・ 動物病院の設計を行う と と も に、 新

たな魅力施設である 「 サバンナゾーン」 や「 爬虫類館」 等の整備工事を 進める 。  

  

立体駐車場 整備イ メ ージ サバンナゾーン 整備イ メ ージ 

 

【 動物園の魅力向上】  

動物園に求めら れている 種の保存や社会教育の推進等の役割を 果たし ていく ため、 今後

よ り 一層、 大学や企業等と の連携を 図り 、 調査・ 研究の強化を進めていく 。  

ま た、 Ｓ Ｎ Ｓ の発信等、 様々な機会や媒体を 活用し て広報機能の拡充を 図る と と も に、

動物の生態や環境問題を 分かり やすく 解説する 講座のほか、 開園 75 周年を記念し た特別

感のある 動物ガイ ド や剥製を活用し た企画展の開催等、イ ベント の充実に取り 組むこ と で、

幅広い層が園内外で学び、 楽し める 取り 組みを 展開する 。  

さ ら に、 王子公園全体のリ ニュ ーアルを 踏ま え、 施設の老朽化に伴う 設備更新や令和８

年度よ り 新たに動物専門職を設ける 等、 さ ら なる 動物福祉の向上に努める 。  

  

アムールト ラ 「 ミ シュ カ」 来園 

（ 令和７ 年７ 月来園）  

「 第 52 回サマース ク ―ル」 実施 

（ 令和７ 年８ 月実施）  
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７ ． あら ゆる 危機への対応（ 総務課、 道路工務課、 森林・ 防災部防災課、 森林・ 防災部河川課、 下水道部管路課、

下水道部施設課、 公園部整備課）  

【 道路関連事業】  

大雨や集中豪雨等によ る 道路法面の崩壊を未然に防ぐ ため、 道路防災対策はも と よ り 、

抜本的な道路改良事業についても 引き 続き 取り 組む。  

特に、 雨量規制によ る 通行止め等の課題がある 国道 428 号（ 箕谷北） にてト ンネルによ

る バイ パス 整備工事を 令和８ 年度も 継続し て推進する こ と によ り 、 自然災害に強い道路ネ

ッ ト ワ ーク の構築を 進める 。  

ま た、「 神戸市無電柱化推進計画」 に基づき 、 引き 続き 着実に無電柱化事業を 推進する 。 

 

国道 428 号（ 箕谷北）  整備イ メ ージ 

 

【 治山・ 砂防関連事業】  

国や兵庫県と 連携し て砂防事業等を促進し ていく と と も に、 土砂災害特別警戒区域等を

含む公園緑地や市有地での斜面対策を 計画的に進める 。  

ま た、 民有地における 崩壊し たがけや危険な擁壁に対する 応急対策助成及び土砂災害特

別警戒区域内の住宅等の移転・ 改修支援制度を 引き 続き 実施する 。  

さ ら に、 パト ロ ール等によ る 違法盛土の監視・ 指導及び既存盛土の調査を 行い、 盛土規

制法の適正な運用に努める 。  

 

土砂災害特別警戒区域の斜面対策 

（ 兵庫区 天王谷）  
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【 治水関連事業】  

ま ちの治水安全度の向上を 図る ため、 妙法寺川等の二級河川では都市基盤河川改修事業

を 推進する と と も に、 長尾川・ 天神川等では、 準用・ 普通河川改修事業によ り 河道拡幅や

貯留施設の整備を行う 。  

ま た、 北区淡河町浦川では、 隣接する 道の駅淡河と と も に地域の交流拠点と し て機能強

化を 図る ため、 子ど も たちが水遊びや生き 物観察を 楽し める 親水空間の設計を 行う 等、 地

域と 一体と なっ た川づく り を進める 。  

 

北区淡河町浦川における 親水空間 整備イ メ ージ 

 

【 内水氾濫対策等の雨水関連事業】  

施設の老朽化が進み、 耐震性能が不足し ている 魚崎ポン プ場について、 現ポン プ場を供

用し ながら 引き 続き 改築更新を 進める 。  

ま た、「 雨水浸水対策基本方針」 に基づき 、 特に浸水の危険度の高い低地盤地区をはじ め

優先度の高い地区から 順次浸水対策を進める ほか、 雨水幹線の老朽化対策を進める と と も

に、 高潮時に内水圧がかかる 雨水幹線の構造強化を図る 。  

  

魚崎ポンプ場改築更新事業（ 第２ 期）  

（ 東灘区 魚崎南町）  

内水圧対策と し てボッ ク ス カルバート への改築 

（ 長田区 海運町）  
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【 防災・ 減災意識の向上】  

 市民の防災・ 減災意識の向上を図る ため、 土砂災害・ 水害ハザード マッ プや避難のため

に必要な情報等を 掲載し た「 く ら し の防災ガイ ド 」 を 全戸に配布する と と も に、 ハザード

マッ プを 神戸市情報マッ プ（ W E B） で公開する 。  

 

【 建設事務所の新設】  

市民通報対応の迅速化や防災体制の強化によ る 現場対応力の向上を 図る ため、 北区にお

いて、 令和９ 年度の運営開始に向けて新たに２ つ目の建設事務所を 整備する 。  

 

北区における 新たな建設事務所 整備イ メ ージ 
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８ ． 市民の日常を守る （ 技術管理課、 道路計画課、 道路工務課、 森林・ 防災部河川課、 下水道部管路課、 下水道部

施設課、 公園部整備課）  

【 橋梁・ ト ンネル等の安全対策】  

道路法に基づく 橋梁・ ト ンネル等の定期点検を行い、 発見さ れた損傷箇所を 計画的に修

繕する 等、 メ ンテナンス サイ ク ルに基づく 適切な維持管理を 行う 。  

ま た、 緊急輸送道路において、 橋梁の耐震化を進める と と も に、 路面下空洞調査の計画

的な実施によ る 速やかな補修を 進める 。  

  

橋梁点検 

（ 北区 新坂本橋）  

橋梁補修 

（ 兵庫区 高松橋）  

 

【 交通安全対策の推進】  

地域や交通管理者である 警察と の連携によ り 危険箇所を把握し 、歩道整備や交差点改良、

防護柵の設置等、 現場状況に合わせたき め細やかな交通安全対策を 引き 続き 推進する 。  

特に通学路について、 教育委員会や警察等と 連携し 通学路の危険箇所を 把握する ほか、

点検及び対策を行う 「 神戸市通学路交通安全プロ グラ ム」 を引き 続き 実行する と と も に、

歩行者空間の確保やド ラ イ バーへの注意喚起を 目的と し た路側帯・ 横断歩道のカラ ー化を

推進し 、 通学児童の安全性向上を図る 。  

  

路側帯のカラ ー化 

（ 西区 出合小学校付近）  

横断歩道のカラ ー化 

（ 兵庫区 浜山小学校付近）  
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【 樹木の倒木対策】  

近年、 増加し ている 倒木事故等を 踏ま え、 公園や道路の安全確保を 目的と し て、 令和５

～７ 年度にかけて公園や道路法面の樹木、 街路樹の点検・ 調査を実施し た。 その結果を踏

ま え、 倒木の恐れがある 樹木の伐採・ 撤去を行う 。  

  

街路樹の点検 倒木の恐れがある 樹木の伐採 

 

【 道路附属物等のリ ニュ ーアル事業】  

「 見違える ま ち」 の創出に向けて、 駅周辺のリ ノ ベーショ ン事業に加えて、 景観向上の

観点を踏ま えた道路附属物（ 手すり ・ ガード レ ール等） の整備や維持補修に取り 組む。  

 

 

手すり の整備前 

（ 須磨区 白川台（ 千原歩道橋））  

手すり の整備後 

（ 須磨区 白川台（ 千原歩道橋））  

 

【 道路の雑草・ 河川の流水を阻害する 樹木等対策】  

「 建設局雑草対策プロ ジェ ク ト チーム」 の検証結果を踏ま え、 景観や視認性の向上及び

維持管理の合理化に資する よ う 、 市内の主要路線において、 中央分離帯と 舗装の際や歩道

目地等に、 目地充填材や防草テープ等を施工し 、 計画的な防草対策を本格実施する 。  

ま た、 河川においても 景観や治水安全度の向上及び維持管理の合理化に資する よ う 、 樹

木撤去と 土砂浚渫を 実施する 。  
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【 公園施設・ 街路樹の計画的な更新】  

公園施設の安全を 維持し つつ将来の管理コ ス ト を 低減する ため、 大型公園施設や老朽化

し た遊具等の計画的な改築更新を推進する と と も に、 利用の少ない公園施設や植栽の適正

化を 進める 。  

ま た、 街路樹がよ り 健全に生育でき る 環境や安全で快適な歩行空間を確保する ため、 街

路樹再整備方針（ 改定版） に基づき 、 大木化・ 老木化し た樹木の樹種転換や、 交通安全上

支障のある 箇所や狭い歩道等における 樹木の撤去等を 推進する と と も に、 緑が必要な場所

への植樹や、 既存樹木の生育環境改善等、 緑の高質化にも 取り 組む。  

さ ら に、 公園のト イ レ を誰も が安心し て利用でき る よ う 、 バリ アフ リ ー化や美装化等に

よ る 「 公園ト イ レ チェ ンジアク ショ ン」 を 推進する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊具の改築更新 

（ 須磨区 須磨離宮公園）  

公園ト イ レチェ ンジアク ショ ン 

（ 北区 君影台公園）  

 

【 老朽化し た下水道施設の計画的な改築更新】  

下水道管路施設については、 令和７ 年１ 月に埼玉県八潮市で発生し た大規模陥没を 受け

実施し た「 下水道管路の全国特別重点調査」 を 踏ま えた保全対策を 引き 続き 進めていく 。  

ま た、 西部処理場において、 西部処理場１ 系の代替施設と なる 北系水処理施設等の築造

工事を 進める と と も に、 ポート アイ ラ ン ド 処理場における 改築更新を 進める 。 そのほか、

東灘処理場において、 汚泥処理施設の改築更新を 進める 。  

 

ポート アイ ラ ンド 処理場改築 

（ 中央区 港島中町）  
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【 高温常態化対策】  

夏期の高温常態化対策と し て、 公共空間での新技術を活用し た日よ け設置によ る 日陰創

出の研究・ 実証を 踏ま え、 主要交差点の歩道上や公園にス マート シェ ード やパラ ソ ルを設

置する 。  

ま た、 き ら ら 広場において、 緑陰やパーゴラ の組み合わせによ る 日陰の創出やミ ス ト の

設置、 環境に配慮し た木質系舗装等の活用によ り 、 ク ールス ポッ ト の整備を進める と と も

に、 その他の歩道においても 温度低減が期待さ れる 保水性舗装の活用を 図る 。  

そのほか、 東遊園地や磯上公園等における 「 ミ ス ト 」・「 ク ールベン チ」 の稼働等を 引き

続き 実施する 。  

  

ス マート シェ ード  

（ 神戸市役所南交差点）  

き ら ら 広場 整備イ メ ージ 

( 中央区 相生町)  
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９ ． 市民サービ ス を 高める 行政機能の強化（ 技術管理課、 職員技術研修所、 道路工務課、 下水道部計画課、 公園部

整備課）  

【 新技術や新たな手法を 用いた道路・ 公園・ 下水道等の維持管理の効率化】  

公園や道路における 雑草対策の省力化や管理水準の向上に向けて、「 建設局雑草対策プロ

ジェ ク ト チーム」 の活動を継続し 、 新技術や若手職員のアイ デアを 積極的に活用・ 検証し

ていく 。  

ま た、 持続的で安定し た下水道事業運営を図る ため、 新たな官民連携手法である ウ ォ ー

タ ーPPP の導入によ る 公共下水道（ 玉津処理場） と 農業集落排水処理場の一体的な維持管

理等を行う 事業者公募の準備を 進める 。  

さ ら に、 職員技術研修所では、 研修フ ィ ールド やデジタ ル技術を 活用し た研修を行う と

と も に、 公共土木工事への３ 次元データ の活用を 促進する 。  

 

職員技術研修所 

ド ロ ーンの操縦訓練 

 

23


